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第１章 総則 

 

第１節 マニュアル作成のねらい 

１ このマニュアルは、大規模災害発生後にＥＭＩＳを活用することで必要な情報を関係者

が速やかに共有し、迅速な医療救護活動を行うために必要な事項を記載するものです。 

２ 医療機関（県内の全病院及び一部の診療所※）、市町村、消防機関、関係団体及び県（本

庁、健康福祉センター）は、情報システムに日頃から習熟して、災害発生時に備えると

ともに、発災時には情報発信、収集及び共有化を図ることとします。 

※千葉県においては、医療法に規定された全病院の他、救急告示をしている、又は地域の二次輪番制 

  度に参加している診療所に機関コードとパスワードを付与しています。 

３ 本マニュアルは、医療機関や医療救護所の状況把握等の事務を対象としており、ＤＭＡ

Ｔの活動や本部登録等、一部の機関に限定される事務については言及していません。 

 

第２節 基本的な考え方 

１ 災害発生時には、医療機関や市町村などでは、原則としてＥＭＩＳを使って医療救護活

動に必要な情報発信を行うことで仲介を極力減らし、伝達時間の短縮と伝達ミス（情報

もれ、重複、誤送信等）の防止に努めることとします。 

２ 発災直後に送受信するべき最優先の情報は「救命に関する情報」とし、より迅速に情報

を送受信することに主眼を置き、必要最小限の情報収集に留めることとします。 

３ 被害を受けていない医療機関や市町村等も必ず情報発信を行うことで、関係者が被害状

況の全容把握に努めることとします。 

 

第３節 ＥＭＩＳ
イ ー ミ ス

について 

１ ＥＭＩＳ（Emergency Medical Information System）（正式名：広域災害・救急医療情

報システム）とは、阪神淡路大震災の教訓をもとに厚生労働省が作成したシステムで、

災害発生時に、各医療機関の情報入力や都道府県・市町村による代行入力により、各医

療機関の被災状況や傷病者の受入状況などを共有し、被災地域での迅速かつ適切な医療

救護活動に必要な情報を集約し提供するための情報システムです。 

２ ＥＭＩＳでは、医療機関情報の他、主に各市町村が設置する医療救護所や避難所の情報

についても入力・閲覧することができます。 

３ 災害時の情報発信及び情報収集については、基本的にＥＭＩＳを用いて行うこととしま

す。 

 

第４節 千葉県におけるＥＭＩＳの運用ルール 

１ 医療機関は自ら入力することとします。 

（１） 医療機関には機関コードとパスワードが機関等ごとに付与されています。 

（２） 災害発生時においても、原則として機関ごとに情報入力をすることとし、休日や深

夜等においても、迅速に情報入力が行えるよう、必ず複数の職員が入力できる体制

を整えておくこととします。 
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２ 救護所情報は開設者（市町村、医療機関）が入力することとします。 

（１） 災害発生時には、市町村や医療機関が開設者となって救護所が開設されますが、救

護所の開設者は、必要な情報を入力することとします。 

（２） 情報入力の担当者は、市町村、病院、診療所などの担当職員とし、各市町村の設置

形態や通信環境に応じて、事前にルールを作成しておくこととします。 

３ 避難所情報は開設者（市町村）が入力することとします。 

（１）災害発生時には、市町村が開設者となって避難所が開設されますが、市町村は「千葉

県防災情報システム※」に開設情報を入力した後、ＥＭＩＳにも必要な情報を入力する

こととします。 

（２）情報入力の担当者は、各市町村の設置形態や通信環境に応じて、事前にルールを作成

しておくこととします。 

※県庁と市町村、消防本部、県出先機関等をオンラインで結び、被害情報、避難勧告・指示情報等の収 

 集、処理の迅速化を図るとともに、気象情報、地震情報等の防災に関する各種情報を関係機関や県民 

 と共有し、的確な防災対策を支援する事を目的として整備されたシステムです。 

４ 災害医療コーディネーターにも機関コード・パスワードを付与することとします。 

（１） 県が委嘱する災害医療コーディネーター、地域災害医療コーディネーター及び１３

市※が指定する地域災害医療コーディネーターについても、必要に応じて機関コー

ド・パスワードを付与することとします。 

（２） 機関コード・パスワードの付与が必要な場合は、様式１で県に申請することとしま

す。 

５ 代行入力も積極的に行うこととします。 

医療機関等が、災害により大きな被害を受け、ＥＭＩＳを使って被害状況の入力や

支援要請等を行うことが困難な場合、情報入力が可能な者が積極的に代行入力を行

うこととします。代行入力は被害状況を把握し機関コードを持っている機関（市町

村、健康福祉センター（保健所）、消防機関など）が迅速に行うこととし、被害状況

（概要）の共有化を最優先することとします。 
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第２章 平時における運用（事前準備） 

 

第１節 県（システム管理者） 

１ 各種研修、訓練の実施 

（１） 県は、医療機関や市町村などの関係者に対し、ＥＭＩＳの説明や入力訓練等の操作

研修を継続的に実施します。 

（２） 国などが実施する研修や訓練に積極的に参加し、情報収集を図るとともに、医療機

関や市町村等に得られた情報等を提供します。 

 

第２節 医療機関 

１ 操作への習熟 

（１） 医療機関の各担当者（医師、看護師、ロジスティック担当者、事務職員）は、ＥＭ

ＩＳの操作への習熟に努め、国や県が実施する研修や訓練に積極的に参加すること

とします。特に災害拠点病院では、複数の職員が入力できる体制を維持することと

します。 

（２） 担当者の人事異動などがある場合には、機関コード・パスワードを含めて確実に引

き継ぎを行うこととし、複数の職員が必要な操作を行えることとします。 

（３） ＥＭＩＳはパソコン、タブレット、スマートフォンで操作が可能であるので、複数

のツールの操作に習熟しておくこととします。 

（４） 医療機関の各担当者は、関係機関と連携し、入力訓練※を行うよう努めることとしま

す。 

※千葉県健康福祉部医療整備課にて、実災害と同様に入力訓練が可能になる「訓練モード」へと切り替

えることが可能ですので、訓練実施の際は医療整備課まで連絡ください。 

 

２ 情報機器の導入 

（１） 医療機関は、災害時にＥＭＩＳの入力が行えるように、インターネットに接続でき

る情報機器を導入することとします。 

（２） 必要な支援を受けるためには、情報発信は必須であることから、複数の通信手段（衛

星電話、インターネット、ＭＣＡ無線、防災行政無線など）の確保に努めることと

します。 

 

３ 登録情報の更新 

各機関は、ＥＭＩＳに登録された自機関の情報（住所等基礎情報、病床数等機能情

報、連絡先等）を定期的に更新することとします。 

 

第３節 市町村、保健所、関係団体（関係機関等） 

１ 職員への周知（夜間・休日対応を含めて） 

（１） 関係機関等における医療救護の担当者は、ＥＭＩＳの操作への習熟に努め、国や県

が実施する研修や訓練に積極的に参加することとします。 
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（２） 担当者の人事異動などがある場合には、機関コード・パスワードを含めて確実に引

き継ぎを行うこととし、複数の職員が必要な操作を行えることとします。 

（３） 夜間・休日などの業務時間外に大規模災害が発生した場合に備え、業務時間外にお

いてＥＭＩＳを操作する担当者を（バックアップ要員を含め）あらかじめ定めてお

くこととします。 

（４） ＥＭＩＳはパソコン、タブレット、スマートフォンで操作が可能であるので、複数

のツールの操作に習熟しておくこととします。 

（５） 市町村の各担当者は、関係機関と連携し、入力訓練を行うよう努めることとし                            

ます。 

 

２ 情報機器の導入 

（１） 関係機関等は、災害時にＥＭＩＳへの入力や速やかな情報収集が行えるように、イ

ンターネットに接続できる情報機器を導入することとします。 

（２） 必要な支援を受けたり、情報収集を確実に行うために、出来るだけ複数の通信手段

（衛星電話、インターネット、ＭＣＡ無線、防災行政無線など）の確保に努めるこ

ととします。 

 

３ 救護所の登録 

各市町村は、地域防災計画等で事前に定められた救護所について、ＥＭＩＳに基本

情報を予め登録しておくこととします。 

 

４ 避難所の登録 

各市町村は、地域防災計画等で事前に定められた避難所について、ＥＭＩＳに基本

情報を予め登録しておくこととします。 

 

５ 登録情報の更新 

各機関は、ＥＭＩＳに登録された自機関の情報（住所等基礎情報、連絡先等）を定

期的に更新することとします。 
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第３章 災害時における運用 

 

第１節 県（災害医療本部） 

１ 災害モードへの切り替え 

（１） 千葉県内で震度６弱以上の地震が発生した場合には、県管理者は直ちに災害モード

へ切り替えます。また、県災害対策本部が設置されるような大規模災害発生時には、

県管理者は、ＥＭＩＳを直ちに災害モードに切り替えます。 

（２） 県管理者はＥＭＩＳの一斉通報（メール）により医療機関、合同救護本部（健康福

祉センター）、救護本部（各市町村）、関係団体などに対し、切り替わった旨の連絡

を行います。同時に、医療機関に対しては、自機関の被災状況等について入力する

よう指示します。 

 

２ 医療救護活動に必要な情報収集、共有、発信 

（１） 災害医療本部では調整情報班が中心となり、ＥＭＩＳを使って、医療救護活動に必

要な情報を迅速に収集し、ＤＭＡＴ調整本部や派遣救護部と情報共有するとともに、

関係機関等に情報提供することで、県民が必要とする情報の発信に努めます。 

（２） ＥＭＩＳで情報収集ができない場合には、医療機関や合同救護本部、救護本部に対

して、ＥＭＩＳへの代行入力などにより、情報を発信するよう求めます。 

（３） 災害モード切替後、概ね３時間以内に入力の無い機関については、１３市救護本部

及び合同救護本部に確認を依頼することとします。 

 

第２節 医療機関 

１ 災害時における情報入力 

（１） 医療機関は、ＥＭＩＳが災害モードに切り替わった時点で、自院の被災状況及び院

内状況をＥＭＩＳに入力して情報発信を行うこととします。ＥＭＩＳへの入力は、

災害モード切替後、概ね３時間以内に行うこととします。 

（２） 情報入力は、まず災害発生直後に必要最低限の情報を発信するための「緊急時入力」

を行い、その後に状況を確認した上で「詳細入力」を行うこととします。また、被

害がない場合も、必ず各項目について被害状況「無」と入力してください。 

（３） 停電やネットワークの途絶などにより情報入力ができない場合には、市町村の救護

本部、合同救護本部または保健所に代行入力を求めることとします。 

（４） 代行入力を依頼する際には、様式２の代行入力依頼書によりＦＡＸ、電話、手渡し

などの手段を使って連絡することとします。なお、被害の全容が把握できていない

場合も、判明している部分のみ記入し報告することとします。 

 

２ 情報更新 

（１） 入力した情報は、状況の変化に応じて、随時更新することとします。 

（２） 実際の医療救護活動は入力された情報に基づき実施されますので、出来るだけ最新

の情報を維持するよう努めることとします。 
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３ 局地災害における運用について 

（１） 県内で航空機事故や列車事故等の局地災害が発生した場合、医療機関の被災が無く

ても、多数発生した傷病者の受入先を選定するため、キャパシティ等の情報の入力

をお願いすることがあります。 

（２） 入力が必要な場合は、一斉通報等により県から依頼があるので、詳細入力の「受入

可能な患者数」等のキャパシティ情報を入力することとします。 

 

第３節 合同救護本部、市町村救護本部 

１ 災害時における情報収集等（代行入力を含む） 

（１） 合同救護本部及び市町村救護本部は、ＥＭＩＳが災害モードに切り替わった時点で、

管内の医療機関などの被災状況についてシステムを介して情報収集を行い、各本部

の中で必要な情報を共有することとします。 

（２） 医療機関が情報入力できない場合には、合同救護本部及び市町村救護本部は、様式

２の代行入力依頼書によりＦＡＸ、電話、手渡しなどの手段を使って情報を入手し、

代行入力を行うこととします。 

（３） 災害モード切替後、概ね３時間以内に入力の無い医療機関については、合同救護本

部及び市町村救護本部から直接連絡し、状況確認を行うこととします。通信機器が

不通の場合は、職員等を現地に派遣することも検討することとします。 

（４） 市町村が設置する医療救護所に関する情報は、設置主体（市町村等）が情報入力を

行うこととします。 

 

２ 情報発信 

（１） 合同救護本部及び市町村救護本部は、収集した医療救護に関する情報を管内の住民

や関係団体等にインターネット等の電子ツールや掲示板への掲載など様々な手段に

より発信することとします。 

（２） 医療救護所や病院の開設情報などは傷病者からのニーズの高い情報であることから、

様々な手段による発信に努めることとします。 

 

３ 情報更新 

（１） 医療救護に関する情報は、状況の変化に応じて、随時更新することとします。 

（２） 実際の医療救護活動は入力された情報に基づき実施されますので、出来るだけ最新

情報に更新されるように医療機関等を支援することとします。 

 

第４節 関係団体（関係機関等） 

１ 情報収集 

（１） 関係機関は、ＥＭＩＳが災害モードに切り替わった時点で、管内の医療機関などの

被災状況についてＥＭＩＳを介して情報収集を行い、それぞれの機関の中で必要な

情報を共有することとします。 

 

（２） 関係機関が設置する医療救護所などに関する情報は、設置主体が情報入力を行うこ
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ととします。 

 

２ 情報更新 

（１） 医療救護に関する情報は、状況の変化に応じて、随時更新することとします。 

（２） 実際の医療救護活動は入力された情報に基づき実施されますので、出来るだけ最新

情報に更新されるように医療機関等を支援することとします。 
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Ⅱ 操作編 
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１－１ ログイン

１．検索サイトで「ＥＭＩＳ」と入力
・検索してアクセスします。

【参考】
ＥＭＩＳのＵＲＬ
https://www.wds.emis.go.jp/

２．この画面から、各都道府県の
運用状況が一覧できます。
赤・・・災害中
黄・・・警戒中
緑・・・災害支援中
青・・・訓練中

３．ログインするためには、「関係
者ログイン」をクリックします。

１ 準備

【参考】災害時の運用画面
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４．「機関コード」「パスワード」を
入力します。

５．「所属」で「千葉県」を選択しま
す。
※ 正しく選択しないとログインできま
せん。

６．「ログイン」をクリックします。

７．ログインに成功すると、右記の
関係者メニューが表示されます。
※ 画面は医療機関用の関係者メ
ニューです。ログインのアカウントに
よって、表示される画面が若干異なり
ます。
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２－１ 緊急時入力

★災害発生時は、病院の被災状
況を発信するため、まず「緊急時
入力」を行ってください。
※ 被災状況が入力されていないと、
「ＥＭＩＳが使用できないほど甚大な被
害を受けている」と誤認されます。

被害がない場合でも必ず入力してくだ
さい。

１．メニュー画面上部、または「医
療機関」⇒「入力業務」から「緊急
時入力」を選択します。

２ 医療機関における使用について

２．各項目について当てはまる状
況を選択し、「入力」をクリックしま
す。

【項目の説明】
①倒壊状況

入院病棟が倒壊している、または倒壊の恐れが
あり患者の受入が困難な場合は「有」を選択します。
②ライフライン・サプライ状況

ライフライン（電気、水、医療ガス、医薬品・衛生
資器材）の供給状況により医療行為の継続が困難
な場合は「不足」または「無」を選択します。
③患者受診状況

キャパシティオーバーにより患者の受入が困難な
場合は「有」を選択します。
④職員状況

職員の不足により患者の受入が困難な場合は
「不足」を選択します。
⑤その他支援が必要な状況

①～④以外で支援が必要な項目がある場合は、
直接記載してください。

※こちらに入力すると、システム上で「支援が必
要」と判断されますので、支援が必要な事項以外
は記載しないでください。
⑥情報日時

①～⑤を判断した日時を入力してください。なお、
各項目の状況が変わるごとに情報を更新するよう
努めて下さい。
⑦緊急連絡先
緊急時の連絡先を入力してください。
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３．緊急時入力が完了すると、右
図のような画面が表示されます。

４．緊急時入力完了後は、詳細入
力に努めてください。
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２－２ 詳細入力

★緊急時入力が完了したら、「詳
細入力」により更に詳細な被災状
況を入力するよう努めてください。

１．メニュー画面上部、または「医
療機関」⇒「入力業務」から「詳細
入力」を選択する。

 

２．各項目について当てはまる状
況を選択し、「入力」をクリックしま
す。

【項目の説明】
①施設の倒壊、または倒壊の恐れ

建物ごとに、倒壊または倒壊の恐れがあるかどう
かを入力します。
②ライフライン・サプライ状況

ライフライン（電気、水、医療ガス、医薬品・衛生
資器材）の詳細な供給状況を入力します。
③医療機関の機能
手術の可否、人工透析の可否を入力します。
④現在の患者数状況

「発災後受け入れた患者数」には、発災後新たに
受け入れた患者数を、「在院患者数」には、発災後
新たに受け入れた患者を含め、現在院内にいる全
ての患者数を入力します。
⑤今後、転院が必要な患者数

全在院患者の内、他院へ転送が必要な患者数を
入力します。また、人工呼吸・酸素が必要な患者数、
担送・護送者数を入力し、どのような患者の転院が
必要なのかを発信します。
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２．各項目について当てはまる状
況を選択し、「入力」をクリックしま
す。

【項目の説明】
⑥今後、受け入れ可能な患者数

今後受け入れが可能な患者数を入力します。ま
た、人工呼吸・酸素が必要な患者数、担送・護送者
数を入力し、どのような患者の受け入れが可能な
のかを発信します。
⑦外来受付状況、および外来受付時間
外来患者の受付状況を入力します。
⑧職員数
現在出勤中の職員を入力します。

※項目ごとに情報を取得した日時を設定できます。
状況が変わるごとに、繰り返し更新してください。

※各項目の入力にあたっては、緊急時入力の内容
と矛盾しないよう注意してください。

※各項目の入力状況について、画面左部の項目リ
ンクで確認することができます（「○・・・全て入力
済」、「△・・・一部入力済」、「×・・・未入力」）。また、
各項目のリンクをクリックすると、該当箇所へ自動
的にスクロールされます。

３．詳細入力が完了すると、右図
のような画面が表示されます。

４．支援が必要な項目については
繰り返し入力し、最新の情報を発
信できるよう努めてください。
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２－３ 基礎情報管理

★自機関の緊急連絡先や一斉通
報時の受信メールアドレス等の基
礎情報については、平時から確
認し、常に最新の情報に更新して
ください。

１．「システム管理」⇒「基礎管理
業務」から「基礎情報管理」を選択
します。

２．タブを切り替え、「基礎情報１」
「基礎情報２」「一斉連絡情報」に
必要事項を記入し「更新」をクリッ
クしてください。
※ 一斉連絡情報については、該当す
るグループにチェックしてください。県ま
たは国から一斉連絡する際のグルー
プに自動的に登録されます。（「拠
点」・・・災害拠点病院、「病院」・・・全て
の病院。全国配信グループについては、
右上部の「グループ説明」を参照してく
ださい。）

※ 更新は、各タブごとに行ってくださ
い。
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２－４ 災害拠点病院情報管理

★自機関の緊急連絡先や一斉通
報時の受信メールアドレス等の基
礎情報については、平時から確
認し、常に最新の情報に更新して
ください。

１．「システム管理」⇒「基礎管理
業務」から「災害拠点病院情報管
理」を選択します。

※災害拠点病院以外の病院も入
力が必要です。

２．連絡先や病床数、診療科等と
入力し、「更新」を選択してくださ
い。

※ 災害拠点病院情報は、災害
時の傷病者の受入先選定等の際
に活用するので、災害拠点病院
以外の病院も必ず入力し、また常
に最新の情報に更新するようにし
てください。
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３－１ 代行入力

★発災後、通信の途絶等により
医療機関が自身で被害状況等を
入力できない場合は、市町村や
保健所等が代行で入力します。

１．「災害共通」⇒「モニタリング」
から「医療機関等・支援状況モニ
ター」を選択します。

３ 市町村・保健所・関係団体における使用について

２．検索画面が表示されるので、
該当する医療機関の情報、及び
表示させたい項目を選択し、「検
索」をクリックします。
※ 「キーワード」に直接医療機関名
を入力することでも検索できます。
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３．検索条件に合致する医療機関
が一覧で表示されます。
※支援要否・ステータスが青の場合は
支援の必要無し、赤の場合は要支援、
ピンクは未入力であることを示してい
ます。

４．支援が必要な項目には「◆」
が表示されます。

３．代行入力を行うためには、各
医療機関名の右横に表示された
ボタンをクリックします。（「緊」⇒
緊急時入力、「詳」⇒詳細入力）

４．緊急時入力を完了しないと
「詳」ボタンは表示されません。

５．緊急時入力と詳細入力の方法
は２－１及び２－２を参照してくだ
さい。
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３－２ 救護所開設情報の登録

★市町村が公共施設や医療機関
前に開設する救護所の情報を登
録します。

１．「ＤＭＡＴ・救護班」⇒「共通入
力業務」から「救護所状況入力」を
選択します。

２．登録する救護所の種別を選択
し、「新規登録」をクリックします。

【救護所の種別について】
①現場救護所
⇒救助現場や多数傷病者発生現場に臨時的に
開設された救護所。

②避難所救護所
⇒避難所内に開設された救護所。
③医療機関前救護所
⇒病院や診療所等の前に開設された救護所。
④拠点救護所
⇒上記①から③に当てはまらないもの。
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３．救護所の名称や電話番号等
を記入してください。
※ 発災害後に新規登録する場合は、
診療した患者数等も併せて記入してく
ださい。

※ 「医療機関前救護所」及び「避難
所救護所」については、事前に登録さ
れている医療機関または避難所情報
と関連付ける必要があるため、「所在
地」欄から該当の施設を検索し登録し
てください。

※ 避難所救護所を開設する場合の
み、事前に避難所の基礎情報を登録
する必要があります。基礎情報の登
録方法については、３－４を参照してく
ださい。

４．「入力」をクリックすると、救護
所の登録が完了します。

 
  



- 27 - 
 

３－３ 救護所情報の入力

★登録した救護所の情報につい
ては、定期的に最新のものに更
新してください。

１．「ＤＭＡＴ・救護班」⇒「共通入
力業務」から「救護所状況入力」を
選択します。

２．情報を入力する救護所の検索
条件を選択し、「検索」をクリックし
ます。
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３．診療した患者数や必要な支援
等を記入します。

４．「入力」をクリックすると、入力
が完了します。
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３－４ 避難所の登録

★市町村が開設する避難所の情
報を登録します。

１．「システム管理」⇒「基礎管理
業務」から「避難所基礎情報管
理」を選択します。

２．新規登録をクリックします。
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３．避難所の名称や住所等の基
礎情報を入力し、登録をクリックし
ます。

４．登録をクリックすると、避難所
の登録が完了します。
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３－５ 避難所情報の入力

１．「ＤＭＡＴ・救護班」⇒「共通入
力業務」から「避難所状況入力」を
選択します。

２．情報を入力する避難所のキー
ワード（名前の一部）を入力し、
「検索」をクリックします。
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３．設営日時を始め、各項目を入
力します。

４．「緊急時の入力項目」と、「全
項目」の２つのタブがありますが、
全項目入力することに努めてくだ
さい。
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３－６ 基礎情報管理

★自機関の緊急連絡先や一斉通
報時の受信メールアドレス等の基
礎情報については、平時から確
認し、常に最新の情報に更新して
ください。

１．「システム管理」⇒「基礎管理
業務」から「基礎情報管理」を選択
します。

２．タブを切り替え、「基礎情報１」
「基礎情報２」「一斉連絡情報」に
必要事項を記入し「更新」をクリッ
クしてください。
※ 「都道府県配信グループ」欄に
チェックを入れると、県から各機関へ一
斉送信する際（例えば、県から「全保健
所」や「全市町村」に一斉送信する場合
等）のグループに自動的に登録されま
す。基本的には、チェックを入れていた
だいて結構です。
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４－１ メニューの編集

★関係者メニューに表示される項
目の内、自機関でよく使用するも
のについては、画面の上部
（「○○（機関名）のメニュー」欄）
に任意で表示させることができま
す。

１．関係者メニューから「メニュー
を編集」を選択します。

４ 各機関に共通する項目について

２．自機関のメニューに表示させ
たい項目にチェックを入れます。

３．項目の選択が終了したら、最
下部の「更新」をクリックします。
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４．選択した項目が、「○○（機関
名）のメニュー」として一覧で表示
されます。
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４－２ 医療機関等支援状況モニ
ター

★医療機関や救護所の被災状況
等については、医療機関等支援
状況モニターで一覧することがで
きます。

１．「災害共通」⇒「モニタリング」
から「医療機関等・支援状況モニ
ター」を選択します。

２．表示させたい機関や項目等
の条件を選択し、「検索」をクリッ
クします。
※ 医療機関の他、救護所の情報に
ついても一覧で表示させることができ
ます。
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３．検索条件に合致する医療機
関が一覧で表示されます。
※ 支援要否・医療派遣ステータス
が青の場合は支援の必要無し、赤の
場合は要支援、黄色の場合はピンク
は未入力であることを示しています。
※ 要支援の機関のうち、支援DMAT
等が手配済みの場合は医療派遣ス
テータスが黄色、既に支援DMAT等
が活動している場合はオレンジ色で
表示されます。

４．支援が必要な項目には「◆」
が表示されます。

５．機関名をクリックすると、被災
状況の詳細を閲覧することがで
きます。

※１ 上部のタブを選択する事で、救
護所等の状況も閲覧することができ
ます。

※２ 上部の項目を選択する事で、
表示させる項目を絞ることができます。

※１

※２
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４－３ 統合地図ビューア－

★医療機関の被災状況等は、地
図上で参照することができます。

１．「災害共通」⇒「モニタリング」
から「統合地図ビューア－」を選
択します。

２．表示させたい機関の条件を選
択し、「検索」をクリックします。

※１ ここで項目を選択することで、
地図上にアイコンが表示された際に、
その項目における状態を色別で表示
させることができます。

※１
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３．検索条件に該当する施設が
地図上にアイコンで表示されます
（地図の中心から近い順に、５０
件が表示されます。）。

※１ 「詳細」をクリックすると、各機関
の被災状況等の詳細を閲覧できます。

※２ ２．で選択した項目における色
別の状態については、「マークの説
明」をクリックすることで確認できます。

※１

※２
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４－４ 活動状況モニター

★ＤＭＡＴや医療救護班の活動状
況については、「活動状況モニ
ター」で確認することができます。

１．「災害共通」⇒「モニタリング」
から「活動状況モニター」を選択し
ます。

２．検索したいＤＭＡＴ・救護班の
所属都道府県等にチェックを入
れ、「検索」をクリックします。

※１ ここから更に詳細な検索条件を
選択することができます。

※１
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３．条件に合致するＤＭＡＴ・医療
救護班が一覧で表示されます。

※１ チーム名をクリックすると、その
チームの構成や装備を確認できます。

※２ 活動状況をクリックすると、現在
の活動状況を確認できます。

※２※１
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４－５ 掲示板

★不特定多数の関係者に情報提
供等を行う場合は、掲示板機能を
活用できます。

１．「災害共通」⇒「共通業務」から
「掲示板」を選択します。

２．新しい記事を投稿する場合は
「新規投稿」、既に投稿されてい
る記事に対して追加で投稿する
場合は該当する記事のタイトル
をクリックします。
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３．投稿内容を記載し、「確認」を
クリックします。

※１ ファイルを添付する場合は、
「参照」をクリックし、コンピュー
ターからファイルを選択してくださ
い。

※２ あらかじめ削除キーを設定
しておくと、キーを入力しないと投
稿を削除できないようになります。
何も入力しなければ、削除時の
キーの入力は必要なくなります。

※１

※２

４．内容を確認し、問題が無けれ
ば「投稿」をクリックし、投稿を完
了してください。

 



 
 

様式１ 
 
 

ＥＭＩＳ ＩＤ付与申請書 
（災害医療コーディネーター） 

 
 

機関名            
部署名            

担当者氏名            
電話番号            

Email アドレス            
 
 

○ＥＭＩＳ登録情報 

所属機関  

職  

ふりがな 
氏  名  

住  所  

電話番号（通常用）  

電話番号（携帯） 
※任意記入  

※電話番号（携帯）以外は必須項目です。 



【様式２】

　※　ＥＭＩＳへの入力が出来なかった場合、入力可能な機関にＦＡＸ送付
　※　ＦＡＸ送付もできない場合には、下記内容を電話等で伝達

送信先 機関名 相手先担当者
発信者 機関名 発信者　職・氏名
送信日時 平成　　年　　　月　　　日 　　　時　　　　　分

概況 チェック

赤 □ 至急、支援が必要（大きな被害、重傷者殺到など）
黄 □ 支援が必要（自力での維持が困難）
緑 □ 通信以外の被害なし（又は軽微）
黒 □ 全壊（震災、津波、火災、土砂災害）…以下記載不要

緊急時入力項目
　倒壊状況 該当項目チェック
　　入院病棟の倒壊、または倒壊の恐れ 有 無

　ライフライン・サプライ状況
　※代替手段での使用時は、供給「無」または「不足」とする
　　電気の通常の供給 無 有
　　水の通常の供給 無 有
　　医療ガスの不足 不足 充足
　　医薬品・衛生資器材の不足 不足 充足

　患者受診状況
　　多数患者の受診 有 無

　職員状況
　　職員の不足 不足 充足

　その他支援が必要な状況（200字以内で）

情報日時
　　情報取得日時 平成　　年　　　月　　　日 　　　時　　　　　分

緊急連絡先
　　電話番号
　　ＦＡＸ番号
　　メールアドレス

代行入力依頼書（緊急時入力）



【様式２】

　※　緊急時入力の送付を優先する事
　※　ＥＭＩＳへの入力が出来なかった場合、入力可能な機関にＦＡＸ送付
　※　ＦＡＸ送付もできない場合には、下記内容を電話等で伝達

送信先 機関名 相手先担当者
発信者 機関名 発信者　職・氏名
送信日時 平成　　年　　　月　　　日 　　　時　　　　　分

詳細入力項目
　施設の倒壊、または倒壊の恐れ 該当項目チェック
　　入院病棟 有 無
　　救急外来 有 無
　　一般外来 有 無
　　手術室 有 無
　その他　上記以外の倒壊・破損（200字以内で）

　ライフライン・サプライ状況
　　電気 停電 正常
　　水道 枯渇 井戸 貯給水 正常
　　医療ガス 枯渇 見込無 見込有 正常
　　配管破損
　　食糧 枯渇 通常
　　医薬品 枯渇 通常

　具体的に不足している医薬品（200字以内で）

　医療機関の機能
　　手術 不可 可
　　人工透析 不可 可

（次ページへ）

代行入力依頼書（詳細情報第　　報）

備蓄
有 無

備蓄

発電機
残日数

半日・1日・2日超
半日・1日・2日超
半日・1日・2日超
半日・1日・2日超
半日・1日・2日超
半日・1日・2日超



機関名

　現在の患者数状況
　　実働病床数 床
　　発災後受入患者数 重症 人　中等 人
　　在院患者数 重症 人　中等 人

　今後、転送が必要な患者数
　　重症度別患者数 重症 人　中等 人

人工呼吸 人 酸素 人
担送 人 護送 人

　今後、受入可能な患者数
　　災害時に受入している重症患者数 人
　　重症度別患者数 重症 人　中等 人

人工呼吸 人 酸素 人
担送 人 護送 人

　外来受付状況、および外来受付時間
　　外来受付状況 受付不可 救急のみ

　　　時間帯１ 時 分 ～ 時 分
　　　時間帯２ 時 分 ～ 時 分
　　　時間帯３ 時 分 ～ 時 分

　職員数
医師総数 人 ＤＭＡＴ医師 人 ＤＭＡＴ看護師 人 業務調整員 人

　出勤職員数
人 人
人 人
人 人

　その他　特記事項など（200字以内で）

情報日時
　　情報取得日時 平成　　年　　　月　　　日 　　　時　　　　　分

緊急連絡先
　　電話番号
　　ＦＡＸ番号
　　メールアドレス

　　その他出勤人数 　　内、ＤＭＡＴ隊員数

（前ページから）

下記の通り

　　出勤医師数 　　内、ＤＭＡＴ隊員数
　　出勤看護師数 　　内、ＤＭＡＴ隊員数


